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６月８日(土)に地震を想定した引き渡し訓練がありまし
６月１日（日）爽やかな天候の下，第９回国見小・中合同運動 た。

会が開かれました。運動会までに合同の話し合いや練習を何度も 保護者の方には，安心安全メールで迎えの依頼を受けた
もち，かわいい小学生とたくましい中学生が協力し合い当日を迎 後，事前に家族で話し合っていたタイムラインの計画に沿
えました。 ってお子さんを迎えに来ていただきました。そして，中学
「燃える決意 通じ合う心 見せろ国見魂」の今年度のスロー 校の体育館で待機していた子どもたちを職員が誘導し引き

ガンの下，これまで練習してきた成果を最後までしっかり表現で 渡しを行いました。１１時００分に始まった訓練は，１１
き，子どもたち一人一人が輝き主人公となった運動会になりまし 時３０分頃には無事に終了することができました。
た。特に小学校全校児童によるダンス「ダイナミック国見」は国 ＰＴＡ執行部の皆さんにも学校職員や保護者の方の動き
見の魂を感じることができました。 を確認していただき，よりよい訓練になるようアドバイス

をいただきました。ご協力ありがとうございました。

６月２０日(金)に１年生の親子ふれあい給食がありまし
た。１年生の子どもたちは，給食の時間が始まる前からに
こにこ笑顔。おうちの方の顔を見ると，手を振って喜んで

６月６日（金）３時間目に不審者対応避難訓練を実施しました。 いました。隣にいるお母さんと食べる給食はいつも以上に
不審者が突然学校に侵入し，その不審者に職員が対応しながら， おいしかったようです。
全児童は安全な場所に避難するという訓練でした。その後は，登
下校時に知らない人に声をかけられた時の対処の仕方を肝付警察
署の方に教わりました。
「いかのおすし」をしっかり実践しましょう。

６月１４日（土）に人権擁護委員の笠木さんと白坂さんを講師 ６月２０日（金）午後から「道徳」の授業参観と学校保
に迎え，人権教室がありました。１･２年生は１校時，３・４･５･ 健委員会を実施しました。保護者の方には５時間目に「道
６年生は２校時に，それぞれ DVD を見た後に人権というものに 徳」の授業を参観し，その後体育館に移動し，学校保健委
ついて真剣に考え意見を出し合っていました。思いやりを持って 員会に参加していただきました。暑い中，各学年テーマに
いろいろな人に接していきましょう。 沿って活発な話し合いが行われました。

多数のご参加，ありがとうございました。

・ ４日(金) スクールカウンセラー来校
・ ９日(水) 授業参観（水泳学習）

・肝属地区スポーツ大会（陸上競技） 学級ＰＴＡ 救命講習会
・５年女子１００ｍ走の部 ・１６日(水) プール掃除(３～６年)

第６位 ○○○○さん ・１８日(金) 終業式 大掃除
・５・６年女子４００ｍリレーの部 ・２３日(水) ふれあい面談（～２５日）

第３位 ○○○○ さん プール開放（～２５日）
・２６日(土) 家庭教育学級(親子パンづくり)

6月22日（日）～6月28日（土）
何についての週間か知っていますか？

校長：○○○○

6月22日～28日は，「ハンセン病問題を正しく理解する週
間」です。ハンセン病は，らい菌という細菌による感染症の
一種ですが，感染力は弱く，うつりにくい病気で，感染した
としても発症することは極めてまれです。衛生状態や栄養状
態が改善した現在の日本においては，感染する可能性はほと
んどありません。また1943年に治療薬が開発され，完全に
治る病気です。顔・手足の変形等，見える部位に症状が現れ
ること，国の長期間にわたる強制隔離政策により，厳しい差
別が続きました。1996年（平成８年）に「らい予防法の廃
止に関する法律」が施行され，90年にも及んだ強制隔離政
策は終わりました。しかし，差別や偏見がなくなったとは言
えません。このような差別や偏見の解消を更に推し進めるた
め，平成21年の「ハンセン病問題の解決の促進に関する法
律」で，「何人も，ハンセン病患者であった者等に対して，
差別すること，その他の権利利益を侵害する行為をしてはな
らない。」と定められ，必要な基盤整備についても明記され
ています。
国見小は，人権・同和教育に力を入れています。
人権・同和教育とは，差別をなくす主体者を育てる教育で

す。国見小は，朝・帰りの会，授業，掃除時間，休み時間等
全ての教育活動で人権・同和教育を行っています。
６月は，人権月間を設定し，人権教室や道徳・学活の授業，

にこにこポスト活動，人権標語の作成，掲示などを行いました。
特筆すべきは，国見小は，人権課題の学習を総合的な学習

の時間（ともだちタイム）に，計画的に進めている点です。
３・４年生は「しょうがい」理解教育，５年生はハンセン病
問題，6年生は部落問題について，16～25時間学習してい
ます。事実を正しく知ることを通して，課題を自分事として
とらえ，自分の学級や集団のなかまづくりや差別・偏見のな
い社会づくりについて考え，実践することをねらいとしています。
学校では今，5年生が，ハンセン病回復者の強い意志や生

き方を学習し，自分に重ねて考える学習をしています。「な
ぜ差別が起きるのか。」「自分は今までど
うしてきたか。」「これからどうしたい
か。」等について考えています。
私たち一人一人が人権の大切さを理解

し，自分の大切さとともに他の人の大切
さを認め，実践することができる世の中
をつくっていきましょう。


